
第２回総務経済常任委員会・厚生文教常任委員会 

合同委員会会議記録 

開 閉 会 

日   時 

 令和４年８月５日（金曜）     午前 ９時３０分 開会 

 休憩 10:02-10:06、10:28-10:29 

 

                  午前１０時３５分 閉会 

 休憩時間： ０時間０５分  会議時間：１時間００分 

会議場所  役場３階 本会議場 

出席委員  

氏   名 

委員長  鈴木 健充 委 員  渡辺洋一郎 委 員  柴田 正博 

副委員長 中田智惠子 委 員  黒田 栄継 委 員  西尾 一則 

委 員  梶澤 幸治 委 員  橋本 和仁 委 員  常通 直人 

委 員  立川 美穂 委 員  堀切  忠  

委 員  中村 和宏 委 員  正村紀美子  

委 員  寺町 平一 委 員  広瀬 重雄 議 長  早苗  豊 

説 明 員 

政策推進課長 石田  哲 農林課長 我妻 修一 

政策調整係長 村上 佳子 商工労政課長 仲野 裕司 

政策調整係 佐藤 拳伍 商工労政課長補佐 中村 宗紀 

総務課長 佐々木快治 環境土木課長補佐 菊地 徳之 

魅力創造課長 西田 昌樹 環境土木課長補佐 齋藤 和也 

魅力創造課参事 小林 徳昭 水道課長 髙橋  力 

都市経営係長 齋藤  錦 教育推進課長 有澤 勝昭 

健康福祉課長 大野 邦彦 生涯学習課長 日下 勝祐 

高齢者支援課長 坂口 勝己   

子育て支援課長 佐々木雅之   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

参考人    

欠 席 委 員 

氏   名 

   

   

事務局職員 総務係長 佐藤 史彦 総務係主査 上田瑞紀  

 



１ 開 会 

鈴木委員長が開会を告げ、事務局から委員会の日程について説明をする。 

委員長から本日の委員会の趣旨説明を行い議件に入る。 

 

２ 議 件 

（１）調査事項 

ア 第５期芽室町総合計画後期実施計画（案）について  資料１ 

・委員長：担当課から説明を求める。 

・政策推進課長：資料の説明は担当係長からとする。 

・政策調整係長：前回委員会からの変更点について説明。パブリックコメント実施中。

９月７日の総計審議会を経て議会提案予定。 

 ・委員長：基本目標ごとに一括して質疑を行います。 

 ・委員長：基本目標１、資料の２ページから１７ページまで質疑はありませんか 

 ・立川委員：SDG’ｓのロゴをモノクロとした理由。 

 ・政策調整係長：理由はない。 

 ・立川委員：電子媒体では色付きにすべき。サイズも大きくすべき。 

 ・政策調整係長：意見として承る。 

 ・立川委員：評価の際は SDG’ｓの観点でも行うか。 

 ・政策調整係長：ロゴは議決事項ではない。評価については今後検討する。 

 ・梶澤委員：３ページ。農畜産物の過剰在庫の解消などの部分の表記を改めてはどう

か。 

 ・農林課長：芽室町単独で解消できるものではないが、ＪＡなどと連携した取り組みが

したい趣旨。表現については検討する。 

 ・梶澤委員：７ページ、農業ＤＸ構想は４年間で作成するのか。 

 ・農林課長：目玉でもあり、構想策定ではなく取り組むことが目的であり、早期に策定

して実行したい。 

 ・梶澤委員：７ページ、経営基盤づくりの基盤の範囲は。 

 ・農林課長：畑ではなく、経営そのものの基盤をとらえている。土地改良事業に関して

は別に記載している。 

 ・梶澤委員：農業構造の確立など分かりやすい記載はできないか。 

 ・農林課長：先の委員会において、災害等に対応するような内容を求める意見があった

ことから記載したもの。分かりやすい表現について検討したい。 

 ・梶澤委員：農業振興計画の改定も考えているか。 

 ・農林課長：後期実施計画策定に当たり生じている変化は把握しており、齟齬がないよ

うに検討していく。 

 ・正村委員：１４ページ、新嵐山スカイパークの検証、見直しについて、町長公約は反

映したか。 

 ・魅力創造課参事：町長公約の内容については基本方針の中で読み取れるものと考え

ている。 

 ・正村委員：町長公約の検証・見直しの部分は読み取れないと考えられる。 



 ・政策推進課長：町長任期に合わせたものが総合計画である。しかし、当選者が掲げる

公約を総合的に検討することになっているため、そのまま無条件の記載ではない。 

 ・正村委員：嵐山のみ町長公約が明確になっていない理由がわからない。 

 ・政策推進課長：各意見も踏まえて修正していくものである。 

 ・梶澤委員：本日の進め方としては、前回の内容から変更された箇所の確認ということ

でよろしいか。 

 ・委員長：変更になった部分の質疑を行っている。 

 ・梶澤委員：利用者数の見込みが半減している根拠は。 

 ・魅力創造課参事：北海道策定の計画の伸びを参考としたもの。現状のコロナ禍の状況

も踏まえた令和３年実績を参考としている。 

 ・梶澤委員：高く設定すべきではないか。 

 ・魅力創造課参事：意見は参考とするが、観光業界は苦戦しているところであり、低い

設定とは考えていない。 

 ・立川委員：目標値の達成により収支は改善できるのか。 

 ・魅力創造課参事：関連性がないとは言わないが、総合計画と嵐山の経営は別に考えて

いただきたい。数値をクリアすることで、ある程度経営は上向きになることも想

定できるが、会社としても経営努力をし、利用者が増える取り組みが進められる

よう町としても指示しているところ。 

 ・梶澤委員：経営の結果次第で税金の投入も考えられる。別には考えられないのではな

いか。 

 ・魅力創造課参事：会社の経営の観点だけではなく、観光全体をとらえた指標設定であ

るとご理解いただきたい。 

 ・委員長：他にありませんか。 

  （なし） 

 ・委員長：基本目標１の質疑を終わります。 

 

 ・委員長：基本目標２、資料の１８ページから２９ページまで質疑はありませんか。 

 ・正村委員：新たに情操教育などの文言を加えた背景は。 

 ・教育推進課長：北海道でも力を入れているキャリア教育などにより社会の変化に対

応する力を高めてもらいたいこと。道徳意識も含め豊かな心の育みを目指して情

操教育との文言を入れたもの。 

 ・委員長：他にありませんか。 

  （なし） 

 ・委員長：基本目標２の質疑を終わります。 

 

 ・委員長：基本目標３、資料の３０ページから４１ページまで質疑はありませんか。 

 ・委員長：他にありませんか。 

  （なし） 

 ・委員長：基本目標３の質疑を終わります。 

 



 ・委員長：基本目標４、資料の４２ページから５１ページまで質疑はありませんか。 

 ・正村委員：４２ページ、（仮称）芽室公園再整備構想とは。 

 ・環境土木課長補佐（齋藤）：今以上に人に来てもらい、まちなか再生と連携しながら

進めたい。 

 ・正村委員：課題として新しく出てきたということか。町長公約からは読み取れなかっ

たが。 

 ・政策推進課長：以前からの課題と認識。公約には芽室公園に触れており、町民アンケ

ートでも芽室公園というワードが多いことから記載した。 

 ・渡辺委員：４６ページ、国立公園に関する前回の質疑の検討と結果はどうなったか。 

 ・環境土木課長補佐（齋藤）：国立公園化の事務、自然保護の内容は全体的に記載され

ている。 

 ・渡辺委員：記載は変わっていないと理解する。保全の観点も含まれているということ

でよいか。 

 ・環境土木課長補佐（齋藤）：その通り。 

 ・渡辺委員：しっかり保全の文言も明記すべき。人の手が加わることの制限がかかるは

ず。 

 ・環境土木課長補佐（齋藤）：規制については国の管轄となるが、記載については検討

する。 

 ・正村委員：４２ページ。公衆浴場の安定的確保について、町は何に努めるのか。 

 ・環境土木課長補佐（齋藤）：町内にない状況。法の趣旨に照らし、町としても取り組

みが必要である。具体的なものがない中ではあるが７月臨時会議の答弁同様、努

めていく。 

 ・正村委員：事業者を町が探すのか。 

 ・環境土木課長補佐（齋藤）：７月の答弁から変更はない。 

 ・正村委員：５１ページ。給水人口の考え方。 

 ・水道課長：毎年の決算統計の値で分かりやすいものとして給水人口を採用した。現状

値を維持する考え。 

 ・委員長：他にありませんか。 

  （なし） 

 ・委員長：基本目標４の質疑を終わります。 

 

 ・委員長：基本目標５、資料の５２ページから５７ページまで質疑はありませんか 

 ・渡辺委員：５６ページ、まちなか以外の魅力とは具体的に何か。 

 ・魅力創造課長：官民問わず魅力を高めている事業をまちなか再生と連動させたい。 

 ・渡辺委員：まちなかの定義がされていない中で、記載との整合性は。 

 ・魅力創造課長：明確な線引きはしていないが、郊外地含めて全ての意味合いである。 

 ・委員長：他にありませんか。 

  （なし） 

 ・委員長：基本目標５の質疑を終わります。以上で質疑を終わります。 

 



 ・委員長：自由討議を行います。 

９月の本会議に議案として提出が予定されており、審査の付託という想定はあり

ますが、昨年から続けてきた調査、本日の質疑の内容等を考えると、これ以上の調査

の必要はないとも考えられますが、この点に関してご意見をいただきたい。 

 ・柴田委員：予算を提出する町の指針、考え方として内容は間違えていない。これ以上

の会議の必要はないと考える。 

 ・委員長：ご意見の通り、合同委員会の考えとしては、これ以上の調査の必要はないと

いう考え方でまとめてよろしいか伺います。 

  （異議なし） 

 ・委員長：異議なしと認めます。本会議の審議要領は議運の所管となりますので、当委

員会の考え方については委員長から伝えます。 

以上で自由討議を終了します。 

 

３ その他 

（１）次回委員会の開催日時について 

・委員長：両常任委員長協議とする。 

（２）その他 

 ・委員長：各委員からないか？ 

 ・（なし） 

 ・委員長：議長からないか？ 

 ・（なし） 

 ・委員長：事務局からないか？ 

 ・（なし） 

 

以上をもって、合同委員会を終了する。 

 

傍 聴 者 数 一般者 ０名 報道関係者 ０名 議 員 ０名 合計 ０名 

  

令和４年８月５日 

 

総務経済常任委員会委員長 鈴 木 健 充 

 

 


